衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
期日前投票所立会人の募集について
令和８年２月８日（日）執行予定の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査について、選挙日当日、お仕事や用事などで投票所での投票ができない方のために、期日前投票所を開設します。
東神楽町選挙管理委員会では、期日前投票の期間中に必要な立会人について、町民の皆様から募集いたします。
次の事項をご覧の上、１月22日（木）午後５時15分必着で裏面の申込書を下記申し込み方法にてご提出ください。
記
	１　受付期間
	令和８年１月22日（木）まで
※受付は平日（役場開庁日）の８時30分から17時15分まで

	２　募集人数
	20名程度
※期日までにお申し込みいただいた選挙権を有する町民の方から決定します。
　なお、申し込みが必要人数を超えた場合は、抽選等により決定します。
※募集結果は、１月23日以降にお知らせいたします。

	３　立会人の業務内容

	（１）職務内容
	期日前投票所の投票事務が公正に行なわれているか、立ち会いをしていただきます。
立会時間内については、トイレ・食事等を除き、投票所を離れることができません。なお、昼食・夕食は、各自でご用意願います。
※立会時間内は、施設外へ出ることはできません。

	（２）立会場所及び期間
	■東神楽町複合施設　令和８年１月28日（水）～２月７日（土）
■ふれあい交流館　　令和８年１月31日（土）～２月７日（土）
※上記日程に対し、裏面の意向確認表を基に日程を調整します。
※立会場所により開設期間が異なりますので、ご注意ください。

	（３）立会時間
	① 午前８時30分～午後２時15分（５時間45分）
② 午後２時15分～午後８時（５時間45分）
[bookmark: _GoBack]※上記(２)の期間中に、①、②いずれかの時間帯で立ち合いをお願いする予定です。なお、時間帯の指定はできませんのでご了承ください。

	（４）報酬
	6,190円／回
※交通費は規定に基づき、別途支給します。
※報酬のお支払いは選挙終了後、指定口座にお振り込みさせていただきます。

	４　申し込み方法
	期日前投票所立会人申込書の提出は、次のいずれかの方法で行ってください。
① 総務課窓口もしくはふれあい交流館へ直接申込書をお持ちください。
② 電子メールにて提出（メールアドレス：senkan@town.higashikagura.lg.jp）
③ FAXにて提出（FAX番号：0166-83-4180）

	５　問い合わせ先
	東神楽町選挙管理委員会（電話：0166-83-2112）



期日前投票所立会人申込書
提出日	令和　８　年　　　　月　　　　日提出
	ふりがな
	

	氏名
	

	住所
	東神楽町

	生年月日
	　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

	日中連絡が可能な携帯電話番号
※携帯電話がない場合、自宅電話番号
	

	希望する期日前投票所（複数選択可）
	※希望する場所に○をしてください。
複合施設はなのわ　／　ふれあい交流館

	政党やその他の政治団体に属する場合、
その政党名
	※政党やその他政治団体に属しない場合は「無所属」と記載をしてください。


	希望する立会回数
	※希望するものに○をしてください。
※応募人数によっては希望に添えない可能性があります。
できるだけ少なく　／　できるだけ多く　／　選管に任せる



■立会が可能な日時（意向確認表）
【記入のしかた】
期日前投票所の立会が可能な日時には「○」を記入してください。
期日前投票所の立会が難しい日時には「×」を記入してください。
※すべての欄に記入をお願いします。
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